
村
落
を
構
成
す
る
同
族
祭
属
（
竹
田
）

三
〇

村
落
を
構
成
す
ろ
同
族
祭
団

ー
ー
丹
波
国
於
与
岐
村
の
株
と
株
講
f

竹

田

聴

珂沙

　
門
要
約
一
中
丹
波
の
一
山
村
寄
与
舷
が
、
村
氏
神
を
め
ぐ
り
整
然
た
る
宮
座
組
織
を
も
つ
一
方
、
株
と
い
5
同
族
結
合
を
そ
の
構
成
原
理
と
し
、
且
つ
そ

れ
が
株
講
と
呼
ぶ
同
族
協
祭
の
償
行
を
以
て
、
重
層
的
に
鮮
か
な
祭
団
群
を
形
成
し
て
居
る
現
在
の
伝
承
を
介
し
て
、
族
制
と
祭
祀
の
構
造
関
係
を
見
、
次

に
近
世
の
文
献
を
通
じ
、
そ
う
し
た
村
落
構
成
と
同
族
結
合
と
の
間
の
歴
史
的
関
係
を
推
臆
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
の
歴
史
学
と
民
俗
学
の
平
行
関
係

、
に
も
幾
つ
か
の
交
叉
の
あ
る
事
を
実
証
し
よ
5
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

（228）

陶
、
三
族
結
合
一
歴
史
学
と
民
俗
学
の
交
点

　
同
族
結
合
へ
の
傾
斜
は
、
前
代
社
会
構
造
の
底
層
を
極
め
て
強
く

規
制
し
て
い
る
が
、
そ
の
余
り
に
基
本
的
口
寄
的
で
あ
る
為
概
ね
丈

献
に
遺
さ
れ
ず
、
従
っ
て
事
実
が
基
礎
的
で
あ
る
と
い
う
正
に
そ
の

理
由
に
よ
っ
て
永
く
之
が
文
献
史
学
の
暉
麗
と
な
り
得
な
か
っ
た
の

は
寧
ろ
自
明
で
あ
る
。
難
解
な
日
本
の
家
の
祖
型
と
し
て
家
族
と
村

落
の
媒
介
契
機
を
な
し
、
民
族
信
仰
の
中
枢
た
る
氏
神
乃
至
祖
霊
信

仰
の
成
立
基
盤
と
し
て
社
会
学
や
民
俗
学
の
エ
ク
ス
テ
ン
シ
ブ
な
調

査
が
近
年
頓
に
集
積
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
並
ん
で
今
後
に
期
待

さ
れ
る
の
は
、
一
地
域
の
そ
う
し
た
現
伝
承
が
四
っ
て
い
る
現
実
の

歴
史
的
背
景
を
イ
ン
テ
ン
シ
ブ
に
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
名
称
。
実
態
・
機
能
は
各
地
極
め
て
区
々
乍
ら
、
総
じ
て
同
族
結

合
の
顕
在
は
、
当
該
地
域
社
会
の
後
進
性
の
徴
標
と
さ
れ
、
従
っ
て



先
進
的
な
畿
内
等
で
は
一
般
に
そ
れ
は
潜
在
化
し
て
い
る
様
に
見
ら

れ
る
に
反
し
、
丹
波
再
（
京
都
府
兵
庫
県
共
）
と
加
佐
与
謝
の
丹
波
寄
り
丹

後
二
言
に
は
、
株
講
又
は
先
祖
講
と
呼
ぶ
、
株
。
マ
キ
の
同
族
祭
慣

行
が
広
く
分
布
し
て
一
の
民
俗
学
的
景
観
を
な
し
て
い
る
。
而
し
て

先
進
性
と
深
い
関
連
に
立
つ
畿
内
或
は
近
江
風
の
整
然
た
る
宮
座
組

織
が
恰
も
右
の
地
域
に
は
可
成
り
弛
緩
或
は
崩
壊
の
跡
を
示
す
の
は

荒
自
体
看
過
し
得
な
い
が
、
・
庭
墾
・
す
る
京
都
府
（
丹
波
）
麗

郡
東
八
田
村
大
字
於
与
岐
は
、
鮮
か
に
両
者
を
併
存
さ
せ
る
点
で
更

に
特
殊
の
意
味
を
も
つ
て
い
る
。
総
戸
数
一
五
四
が
悉
く
農
、
林
業

を
営
み
、
村
は
完
全
な
袋
谷
の
中
に
漢
流
伊
佐
津
川
に
沿
っ
て
、
上

よ
妙
大
又
・
中
川
原
。
下
村
、
別
の
漢
流
見
内
川
を
噛
む
見
内
、
の

都
合
四
部
落
が
現
制
大
字
於
与
論
を
成
し
同
時
に
申
川
原
鎮
座
の
氏

神
於
与
岐
八
幡
宮
の
氏
子
区
域
を
形
成
す
る
、
近
世
以
来
の
丈
書
に

　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　
　
　
へ
　
　
　
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ

於
与
岐
村
　
於
与
岐
四
ケ
邑
大
弊
村
中
川
原
村
下
村
見
内
村

等
の
民
心
が
愚
見
し
、
村
高
　
物
　
雲
高
　
庄
屋
　
年
欝
等
は
四
小

村
単
位
に
持
ち
、
且
つ
同
族
結
合
で
あ
る
株
が
寄
っ
て
直
接
に
構
成

す
る
の
は
こ
れ
ら
各
小
村
で
あ
る
か
ら
之
は
社
会
的
に
も
一
個
の
組

馨
で
あ
っ
た
、
饗
検
地
（
後
述
）
は
「
於
斎
忌
」
と
し
て
施
行
さ

　
　
　
　
村
落
を
構
成
す
る
同
族
祭
圃
（
竹
国
）

れ
た
が
、
以
後
於
与
岐
を
通
じ
て
の
惣
庄
屋
風
の
者
は
見
え
な
い
か

ら
、
於
与
島
と
し
て
の
一
体
性
は
行
政
単
位
と
し
て
よ
り
は
、
そ
の

集
落
立
地
の
景
観
と
も
相
盛
ち
、
四
村
共
通
の
一
氏
神
を
め
ぐ
る
宮

座
集
団
た
る
点
に
よ
り
多
く
存
し
た
様
で
あ
る
。
四
小
村
を
通
じ
て

各
株
内
は
同
姓
で
あ
り
、
同
族
神
と
し
て
荒
神
叉
は
株
荒
神
を
祀
り
、

之
を
廻
る
株
講
と
い
う
同
族
協
祭
の
慣
行
に
そ
の
結
合
の
紐
帯
を
温

め
、
そ
の
儘
一
個
の
祭
事
と
し
て
の
性
格
が
著
し
く
、
於
油
壷
と
し

て
は
宮
座
組
織
と
同
族
転
戦
と
の
重
層
的
祭
祀
組
織
を
形
成
す
る
。

＝
、
宮
座
と
株
讃
一
伝
承

　
　
　
　
　
ω
　
宮
　
座

　
村
社
於
与
岐
八
幡
宮
は
、
古
言
書
を
殆
ん
ど
紛
失
し
て
い
る
が
、

伝
承
に
よ
れ
ば
瀦
銅
董
年
武
内
宿
称
の
遠
商
吉
田
七
郎
兵
衛
発
起
し
、

上
野
甚
左
衛
門
を
従
え
当
村
小
字
ブ
瀬
（
鵬
鋭
飾
購
射
驕
舗

蘇
）
に
宇
佐
よ
り
分
霊
藷
請
し
た
に
始
ま
り
、
於
虚
外
八
ケ

村
の
超
神
ノ
、
あ
っ
た
が
、
嘉
吉
年
畏
災
（
一
説
天
文
＋
九
年
水
害
）
に
吉

於
与
岐
中
央
の
現
地
に
遷
座
し
た
と
い
う
．
諸
伝
承
を
綜
合
す
る
に

現
制
東
西
両
八
田
村
に
か
け
て
の
総
社
か
ら
、
後
に
於
与
岐
の
み
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
二
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村
落
を
構
成
す
る
阿
族
祭
団
（
竹
田
）

専
社
と
な
っ
た
の
は
事
笑
ら
し
く
、
そ
れ
は
恐
ら
く
中
世
後
半
期
に

於
け
る
於
与
岐
村
の
盛
乃
至
誕
（
謹
壕
の
の
縮
鷺
罐
顯

諺
ハ
）
と
関
連
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
審
か
妄
い
．
稟
よ
り
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
　
ケ

社
を
め
ぐ
り
禰
宜
カ
ブ
・
御
撰
カ
ブ
。
獅
子
カ
ブ
・
鼻
長
カ
ブ
・
神

輿
多
等
の
神
藝
能
の
多
（
同
族
績
合
の
株
と
区
別
す
る
為
仮
名
書
す
。
以
下
同
）
が
霧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二

に
固
定
し
、
祭
礼
に
は
烏
帽
子
素
砲
で
厳
重
な
座
礼
を
行
っ
た
、
同

族
の
株
の
本
家
を
「
株
親
」
と
い
っ
て
い
る
が
そ
の
不
明
な
株
竜
少

く
な
い
。
今
四
部
落
毎
に
株
及
び
そ
の
構
成
戸
数
、
叢
論
。
宮
カ
ブ

を
示
せ
ば
次
の
通
り
ぞ
あ
る
。

出
戸
岐
四
部
落
の
株
と
宮
座
カ
ブ
（
矢
印
は
同
一
者
）

区大叉

橡
（
綴
響

構
　
成

戸
　
数

株
　
　
親
　
　
家

宮

カ

ブ

持
　
つ
　
家

名

称

任

務

－
丁
資
　
田
　
株
王

7

一
吉
田
勇
武
郎
五

2

11

1

5

；
・
・
チ
・
・
量

「

一1一

∩
O

II

6

吉
・
次
暴
⊥
－＝

爵
丑
太
郎
家

∴
　
〃

－
＋
祖

ハ
ノ
．

｝

輔
　
宜
　
ヵ

鼻
　
長

力
二
天
狗

交
敏
塾

プ1ブ

天神

狗主
1

ノ役

刎ヵ

三
吉
崎

橡1株

4

7i6

山鍋

師

吉
崎

｝

一

♀
高
論
師
嚢
郎
家
二

口
　
殊

2

一

一

山
・
葵
郎
家
⊥
－

一
御
輿
・
二
三
豊
前
左
・
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中川原

81

野
瀬
井
株
　
一

株
に
属
し
な
い

31

（計）

35

ホ　・晶惣吉

辮
士二
丁ξ

劉罷

15

{
働

募
聾
常
夫
1
1
－
f
一
，
－
…
一
同
　
、
右
脳
司
の
，
御
，
左
、
｝

一
　
　
＝
蒔
儀
平
三
同
　
　
右
一
三
宮
・
前
右

富
宗
太
郎
室

∴
吉
・
株
1
・
亘
吉
田
奨
郎
家

3

ノノ

1
・

4

〃

1
・

三

V

67

吉
　
瞬
　
下

坂
　
臓
　
橡

工

248

吉
田
源
左
衛
門
家
i

吉
田
イ
マ
家

吉
田
光
一
家
一

．
吉
田
五
右
衛
門
家

↓↓

吉
隣
茂
左
衛
門
家
一
↓

吉
隣
実
太
郎
家

坂
田
武
治
家
i
↓坂

田
育
三
家

一

獅

子

カ

　ブ，

（尾）

τ
田
無
尾
爆
ゑ

8

亙

2

鼻
長
カ
ブ

即
興
カ
ブ

一
篇
の
後
膚
菅
。
の

　
　
　
　
　

獅
子
カ
ブ
頭

　
　
　
　
（

獅
子
舞
の
頭
を
か
む

る

同
右
ω
一

庭
雀
・
プ
　
、
一
一
，
i
、
…
司

　
　
　
　
　

獅
子
カ
ブ
尾

　
　
　
　
（

坂
田
　
て

家

［

天
・
廉
太
郎
至
欝
・
ブ

＝
宮
・
前
左

　i引福
i馴井

；琶1橡

iiinli

（計）｝｝

　il14tsg　i　l

ii了

　il武
il嚢
l
l
　
i

i9

｝
一11i

村
落
を
構
成
す
ゐ
同
族
祭
団
（
竹
閏
）

三
三
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村
落
を
構
成
す
る
同
族
祭
団
（
竹
鴎
）

三
四

区下村

1

橡
（
工
∬
頂
は
仮
称
）
．

吉
　
峰
　
株
工

2
　
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
工

醐
轍

55

株
　
親
　
家

吉
蒔
勝
二
家

宮
　
　
　
カ
　
　
　
ブ

持
つ
家

下
略
豊
助
家

一
吉
隣
弥
裏
一
－

3
」
　
〃

土

皿

・
一

？

W

・
一

り
．

・
．
一

V

・
一

？
．

∴
　
〃
　
ユ
・
｝

つ
●

名
　
　
称
　
　

任
　
　
務

御
　
興

カ

ブ

二
宮
の
前
左

御
僕
　
カ
ケ
舗
設

a

、
∴
吉
・
株
・
4

8

π

3
＋
ω

吉
田
初
二
家

一

（
吉
果
髪
衛
門
家
上三

田
治
奮
門
墨
御

輿
　
カ
　
ブ

・
…
〃
　
1
土

，
●

一

10

@
　
　
”

1
・
亙
（
吉
畏
豪
二

三
　
〃
　
1
旱
旦
（
吉
田
治
兵
衛
家
）
【

＝
宮
・
前
右

一

12

@
森
’
本
　
橡
e
・
二
本
一
己
蒸
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見内

株
二
属
し
な
い

相
根
金
次
家
（
神
職
）

3

相
根
栄
子
家

（計）

40

一
吉
崎
清
太
郎
家
［
御

輿
　
カ
　
ブ

［二

{
・
後
膚

－
冨
　
根
　
竺
4
＋
ω

2345

滝
　
　
花
　
　
橡

井
　
　
上
　
　
橡

115

ア
久
保
竺

6

上
　
　
野
　
　
株

・
回

申
　
　
橡

一
橡
、
・
属
・
な
・

63
＋
ω

1

（計）

36

稲
根
義
夫
家

｝

滝
花
三
次
郎
四

坐
花
保
信
家

御
　
蝋
バ
カ
プ
ニ
宮
の
抽
削
右

井
上
や
す
え
玉

算
上
幸
；
厨
輿
　
力

二
三
宮
・
後
左

大
久
保
光
三
家
1専

同

右
＝
宮
・
後
左

上
野
保
太
郎
家
1
↓

田
中
平
太
郎
家

蒲

宜
・
カ
　
ブ

「
璽
役
補
佐
か

㎝

滝
陽
丑
太
郎
家

旧
株
［

豆
1

｝
・
・
戸
（
・
・
カ
ブ
ニ

備

考
　

a
（
　
）
は
転
出
［
の
記
楴
悶
薪
し
き
も
の
。
以
下
同
［
じ
。
一
株
親
家
の
晶
転
出
［
も
往
々
あ
り
。

　
b
御
興
は
三
基
、
昏
一
墓
を
前
後
左
右
四
入
で
か
つ
ぐ
。

　
C
　
一
宮
の
右
は
も
と
白
波
｝
韻
一
房
吉
家
の
カ
ブ
で
あ
っ
た
の
を
、
間
r
家
国
家
後
当
「
分
の
間
預
る
。

　
d
庭
雀
は
「
藺
莚
を
敷
い
て
御
霊
を
な
ぐ
さ
め
し
も
の
」
御
僕
は
「
始
め
て
御
蔭
を
炊
き
奉
り
し
も
の
」
と
雪
ふ
が
、
今
は
差
別
が
み

　
　
ら
れ
ぬ
。

　
・
e
森
本
橡
の
＝
戸
は
現
在
は
中
川
原
に
居
住
．
、
但
し
以
前
下
村
か
ら
転
住
し
た
も
の
。
橡
の
構
成
戸
が
二
部
落
に
跨
る
喉
一
つ
の
例
外
。

村
落
を
構
成
す
る
同
族
祭
圖
（
竹
団
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
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②
　
株

　
本
稿
で
は
史
料
の
関
係
上
、
下
村
に
重
点
を
お
き
今
昭
和
廿
七
年

の
住
民
登
録
時
を
以
て
そ
の
株
組
織
を
表
示
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ

る
、
矢
印
の
左
右
は
同
一
な
る
事
を
示
す
。

　
　
　
　
村
落
を
纏
成
す
る
同
族
祭
団
（
竹
闘
）

　
こ
の
表
に
よ
れ
ば
、
宮
座
カ
ブ
は
概
ね
同
族
の
株
を
単
位
に
鎮
座

村
以
外
に
は
殆
写
．
均
分
さ
れ
、
株
親
家
が
宮
カ
ブ
を
も
つ
原
則
が
か

つ
菱
配
し
卜
し
い
．
カ
ブ
象
で
勤
仕
に
肇
（
汚
稼
病
気
）
を
生
ず

る
と
自
株
か
ら
代
人
を
出
す
。
御
撰
カ
ブ
は
一
般
的
蓑
現
に
従
え
ば

恐
ら
く
頭
屋
で
あ
り
、
婆
多
士
・
田
次
男
家
は
（
上
野
保
太
郎
家
は
補
佐
）
今

の
相
根
神
職
家
の
管
掌
の
始
ま
る
明
治
初
年
以
前
は
神
主
役
を
独
占

し
た
、
か
か
る
特
殊
の
宮
カ
ブ
は
別
と
し
て
も
、
株
親
家
を
結
束
の

中
心
と
す
る
株
と
し
て
の
対
内
的
な
面
と
、
村
落
構
成
単
位
た
る
対

外
的
側
面
と
は
、
相
携
え
て
宮
座
病
識
に
深
く
入
込
ん
で
居
る
点
が

特
に
注
目
に
価
す
る
。

第＝X下村の朧織（灘罠爵○蹴田無磁。資騨
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村
落
を
構
、
礪
．
丁
る
両
族
祭
団
（
竹
田
）

憂
カ
ブ現佳所｝本籍地

・
三戸の上戸

昭和27．7．　1佳民登録

親諜i世 帯　主’魔

○

内）

同

罵畿劉準　躊和奪，訓三

厨相根長靴一 寸二才15一．t（見

・画森本一己里馬楼恵子i・モ・酬

瞬峯　引 【（中川飯

野　　　　i

　
　
　
橡
関
係

株　
　
　
な
き
も
の

森
本
株

12株1

（
第
二
表
つ
ゴ
き
）

　
総
戸
数
三
九
、
特
別

の
理
由
で
孤
立
す
る
三

戸
の
外
悉
く
何
れ
か
の

株
に
属
し
、
世
帯
主
と

戸
主
、
本
籍
地
と
現
住

所
の
一
致
は
山
村
の
停

滞
性
を
如
実
に
物
語
る
。

一
般
に
村
落
の
同
族
給

合
に
於
て
地
縁
の
も
つ

意
味
は
決
定
的
で
、
地

縁
か
ら
の
脱
落
は
や
が

て
同
族
結
合
か
ら
の
事

実
上
の
脱
落
を
意
味
す

る
が
、
　
（
）
は
そ
の

道
を
現
に
辿
る
者
で
あ

る
．
然
ら
ば
藪
で
株
と

い
う
も
の
は
一
体
何
か
、

今
之
を
そ
の
当
事
者
達

三
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
カ
　
　
も
　
　
も
　
　
へ

の
意
識
に
徴
す
る
に
「
判
ッ
キ
リ
ハ
知
ラ
ヌ
が
何
デ
モ
昔
カ
ラ
ノ
家

へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
も

ノ
関
係
グ
」
と
例
外
な
く
説
明
さ
れ
る
が
、
中
に
は
左
の
如
き
形
ぞ

具
鶴
に
伝
挙
る
嘗
あ
る
．
（
士
目
崎
株
1
、
頭
番
号
は
住
民
三
尊
嫌
の
添
号
）
膨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
i
　
　
　
　
・
⑳
安
太
郎
家
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［

奥
意
h
陣
贋
衛
門
家
に
絶
家
）
　
i

　
　
　
　
　
一
⑯
為
蔵
家
　
　
　
　
　
　
　
－
一
i

　　

@　

ｼ
豊
助
垂
範
國
蔵
家
ー
ー

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

こ
の
場
合
、
そ
の
系
図
の
客
観
的
当
否
で
は
な
く
、
株
親
家
を
中
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
し
た
家
の
分
派
即
ち
系
講
関
係
と
し
て
了
得
さ
れ
て
い
る
点
が
事

態
の
核
心
で
あ
る
。
従
っ
て
株
は
個
人
的
な
血
縁
。
親
戚
即
ち
シ
ン

ル
イ
と
は
明
瞭
に
そ
の
原
理
を
異
に
し
、
異
株
の
家
同
士
竜
子
婚
に

よ
っ
て
緊
密
な
親
戚
関
係
に
入
る
が
、
株
と
し
て
は
飽
迄
別
冊
で
あ

る
一
方
、
婚
姻
当
事
者
の
死
亡
・
離
婚
に
よ
っ
て
親
戚
関
係
は
容
易

に
稀
薄
化
す
る
が
、
株
関
係
は
一
も
そ
の
影
響
を
う
け
ず
遙
に
固
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
も

的
で
あ
る
。
村
内
婚
が
今
も
猶
支
配
的
で
、
村
内
各
家
族
は
横
に
極

め
て
錯
綜
し
た
親
族
関
係
で
覆
わ
れ
、
村
全
体
が
殆
ん
ど
一
個
の
老

（　2一　36　）



然
た
る
血
縁
団
体
の
観
を
呈
す
る
が
、
家
及
び
そ
の
結
束
た
る
株
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も

関
係
は
そ
れ
と
直
交
し
て
縦
に
そ
の
中
を
質
通
し
て
い
る
。

　
右
の
如
き
株
は
、
村
の
日
常
生
活
に
於
い
て
極
め
て
密
切
な
相
互

扶
助
的
関
連
を
も
つ
て
い
る
、
葬
式
・
並
且
講
。
屋
根
葺
。
田
植
等
に

は
真
先
に
労
働
の
協
同
或
は
交
換
の
対
象
と
な
り
、
禺
産
・
結
婚
・
新

築
。
看
護
。
葬
式
そ
の
他
の
吉
凶
に
は
親
戚
の
外
必
ず
株
の
一
部
文

は
全
部
が
参
加
し
、
相
手
方
に
対
し
挨
拶
す
る
の
は
当
事
者
で
は
な

く
「
株
総
代
」
（
多
く
橡
親
家
。
不
明
な
ど
の
時
は
株
内
の
有
力
家
）
で
あ
り
、
山
林
田
畑
も
株

内
の
も
の
は
一
所
に
固
っ
て
い
る
場
合
が
少
く
な
い
。
　
「
山
や
田
モ

株
デ
分
グ
タ
様
グ
」
　
「
株
ノ
モ
ト
居
タ
良
俗
山
や
畑
モ
ー
ッ
ニ
ナ
ッ

テ
イ
ル
…
様
ダ
」
つ
分
家
ヲ
名
ノ
ラ
ナ
ク
テ
ハ
山
ハ
割
リ
ァ
テ
ラ
レ
ヌ
L

等
と
い
わ
れ
る
の
は
、
以
前
左
内
の
家
々
が
地
縁
的
に
も
近
接
し
て

い
た
こ
と
、
む
し
ろ
山
林
田
畑
宅
地
等
の
夫
≧
一
円
地
を
割
譲
し
な

が
ら
、
株
内
の
家
々
が
派
出
さ
れ
て
来
た
事
を
推
察
せ
し
め
、
叉
そ

う
し
た
事
が
協
働
そ
の
他
の
生
活
関
連
を
一
層
容
易
に
し
た
で
あ
ろ

う
。
．
株
内
の
蒙
々
の
地
縁
的
一
団
化
は
今
も
或
る
程
度
認
め
ら
れ
る

（
第
一
図
）
。
之
と
関
連
し
て
「
（
暮
シ
ニ
）
困
ル
者
ガ
ア
ル
ト
株
内

デ
山
ヲ
分
ケ
テ
復
興
ニ
ッ
ト
メ
ル
」
と
も
云
い
、
共
有
財
産
と
し
て

　
　
　
　
村
落
を
撒
成
す
る
画
族
祭
団
（
竹
田
）

第一図　下村各株分布

，

　一m＼㌔一一一一一一一一一一一一　一

三
九
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村
落
を
帯
成
す
る
嗣
族
祭
団
（
竹
田
）

株
山
や
、
株
内
総
作
り
或
は
廻
し
作
り
の
株
田
を
も
つ
株
が
往
タ
あ

る
の
は
、
同
姓
で
あ
る
事
と
相
侯
ち
、
株
そ
れ
自
身
を
一
の
家
と
す

る
底
層
観
念
の
露
頭
と
も
み
ら
れ
る
。
こ
こ
は
両
墓
制
の
崩
壊
過
程

に
あ
・
が
、
「
饗
」
（
石
碑
あ
る
詣
り
墓
）
藻
籍
も
つ
禁
あ
り
、
叉

そ
の
宮
役
の
代
替
が
同
株
内
か
ら
出
る
事
は
先
に
触
れ
た
。
兎
も
角

「
株
」
と
い
う
も
の
が
彗
藻
と
感
覚
は
、
例
え
ば
建
築
撚
）
の

開
に
紛
争
の
生
じ
た
場
合
、
藻
内
・
雰
語
・
ン
・
・
（
容
尽
し
な
い
の
意
）

鰯
（
年
尾
の
意
）
・
券
量
シ
ス
ル
・
ハ
・
茄
減
ナ
モ
・
ヂ
ヤ
（
濾
髄

意
）
L
暴
寒
（
欠
夏
芝
輩
ガ
（
驚
）
来
・
ン
ダ
カ
覧
ン
ゼ

ン
ナ
ラ
ン
」
等
と
い
わ
れ
る
所
に
最
も
端
的
に
表
わ
れ
て
い
る
。

　
然
し
協
同
生
活
の
為
の
村
内
の
グ
ル
ー
プ
は
独
り
株
内
に
限
る
の

で
は
な
く
、
叉
株
内
の
総
戸
が
例
外
な
く
そ
の
協
同
に
参
加
す
る
の

で
竜
な
い
。
親
戚
、
近
隣
に
も
当
然
そ
う
し
た
関
連
は
持
た
れ
、
又

構
成
戸
の
多
い
株
で
は
日
常
生
活
の
関
連
度
に
親
疎
を
生
じ
、
株
内

た
る
事
と
事
実
上
の
協
同
圏
と
に
は
、
普
通
多
少
の
ズ
レ
を
生
ず
る
。

然
る
に
か
か
る
ズ
レ
を
一
切
許
さ
ず
株
内
の
家
は
必
ず
糾
合
す
る
一

方
、
株
外
の
家
は
厳
重
に
排
除
し
且
つ
年
．
’
定
期
に
行
わ
れ
る
竺

つ
の
株
の
共
同
慣
行
が
あ
る
．
云
う
迄
も
な
く
共
同
祭
の
株
講
が
之

で
あ
る
。

③
株

講

四
〇

　
於
与
岐
の
各
株
が
夫
タ
毎
年
一
定
の
日
に
行
う
株
講
の
通
型
は
、

　
　
　
　
　
　
　
③

概
ね
輪
番
頭
屋
制
で
、
株
毎
に
山
に
小
祠
を
祀
り
講
の
当
日
参
詣
後
、

　
　
　
　
　
わ
コ

年
番
の
宿
の
床
に
祭
ら
れ
た
神
の
前
で
直
会
を
行
い
、
宿
の
神
は
年

々
熊
内
を
巡
行
す
る
と
い
う
風
に
、
小
規
模
と
は
い
え
正
し
く
一
個

の
祭
と
し
て
の
要
素
を
皆
具
し
、
講
費
は
、
分
担
叉
は
宿
の
負
担
或

は
株
田
鼠
虻
田
の
奴
入
を
当
て
る
等
区
々
で
あ
る
が
、
株
の
各
家
の

当
主
は
必
ず
参
加
の
義
務
が
あ
る
。
山
祠
（
A
）
　
と
宿
の
神
智
に

祀
ら
れ
る
も
の
（
B
）
　
は
共
に
荒
神
、
株
荒
神
、
地
主
荒
神
が
多

い
が
第
三
蓑
の
如
く
片
方
だ
け
或
は
双
方
共
そ
う
で
な
い
株
、
片
方

を
欠
く
株
、
或
は
A
お
の
他
に
「
株
ノ
先
祖
」
と
呼
ぶ
塚
。
石
等

（
C
）
　
を
も
ち
帯
親
の
臼
之
に
も
供
撰
叉
は
参
詣
す
る
株
も
あ
る
、

（大

q
門
橡
、
下
村
・
吉
聖
運
1
等
）

（　238　）



第三表　同族神の神体、神名

大
又

山
口
株

㈲
・
細
・
れ
…
砺
宿
結
・
慧
・
・

吉
田
株
工

申
川
原

惣
左
衛
門
株

坂
田
株

〃
（
下
村
）

森
本
橡

下
村

吉
閏
橡
皿

見
内

相
根
株

「
検
｝
ノ
荒
神
」
の
祠
貝
　
（
そ

の
中
味
は
）
木
鮪
和
「
地
主

大
荒
神
鎮
主
」
一
（
更
に

そ
の
申
味
は
）
木
簡
「
正

祖
魂
大
大
明
神
霊
神
、
稲

倉
大
明
神
御
玉
、
保
食
魂

神
神
爾
」

「轟

寘
r
神
」
の
石
憩
門

「
繰
…
ノ
神
サ
ン
」
の
…
胴
（
又

　
　
マ
へ

「
橡
轍
購
神
サ
ン
」
　
「
荒
神

サ
ン
」
と
も
）
一
（
そ
の
三

味
は
）
木
簡
に
「
幕
勧
請

神
社
宮
橡
内
安
全
祈
処
」

と
書
き
同
裏
に
「
従
来
橡

荒
神
に
候
処
…
」

「
山
口
氏
地
主
荒
神
」
の

神
暑
軸

「
吉
田
家
地
主
荒
神
」
の

下
竪
軸

「
神
社
宮
」
と
か
い
た
掛

軸

「
荒
神
」

神の大
で祠杉
も1ノ
あ下根
る村ノ
　全・「

　部山

　のの
　山神
　ノL

冨
蓼
仏
饗
擁

　
「
天
照
皇
梨
攣
，

軸

株
ノ
荒
神

「
若
宮
八
幡
」
の
神
号
軸

　
今
例
え
ば
下
村
の
吉
崎
株
1
に
つ
い
て
み
る
に
、
こ
の
株
は
A
と

C
を
も
ち
8
を
欠
い
て
い
る
が
、

A
、
　
「
地
主
荒
神
」
祠
は
何
佐
津
川
を
隔
て
て
株
の
家
並
を
遠
望
す

　
　
　
　
　
村
落
を
構
成
す
る
同
族
祭
団
（
竹
田
）

る
株
襲
の
醤
に
あ
り
薩
∀

簡
が
神
体
で
あ
る
。

一
個
口
沸
石
と
左
の
四
枚
の
木

e
表

璽塞地
荒
神
文
珠
菩
薩

裏

奉
御
社

安
永
九
年

五
穀
．
成
就
諸
願
…
…

　
庚
子
三
月
骨
五
日

⇔
表裏

「
塵
案
孝
…

奉
：
・
：
．
…
…
（
虫
喰
の
た
め
判
読
不
能
）

　
　
庚
子
七
月
廿
四
日

奉
…
…
…
：
：
…
：
（
虫
喰
の
た
め
判
説
不
能
）
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監訳

／AX一
奉禁
勧二二

晋擬
鍾葵1
旧劇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
護
持
施
主
醤
蝦
家
運
長
久

奉
勧
請
地
主
大
荒
神
文
殊
菩
薩
口
□
□
二
叉
所

　
　
正
月
念
一
日
号
　
子
孫
繁
口
唇
融
成
就
□
□

（
裏
）

令
毎
年
三

月
廿
五
日

祭
礼
者
也

圏
一



村
落
を
構
成
す
る
同
族
祭
団
（
竹
田
）

㈱．

（
裏
）

令
毎
年
七

月
廿
四
日

祭
礼
塩
瀬

　
筆
蹟
、
木
簡
の
仕
立
よ
り
み
て
明
か
に
、
6
⇔
は
農
昆
の
、
⇔
㈲
は

宗
教
専
門
蒙
の
手
に
成
る
も
の
で
あ
る
が
、
之
に
よ
れ
ば
当
直
の
曝

葬
は
可
成
変
遷
し
て
を
り
、
今
は
＋
万
＋
四
只
瀦
）
颪
で
あ
る

の
が
、
も
と
は
三
月
七
月
両
度
に
矢
張
り
地
（
主
）
荒
神
－
交
殊
と

習
合
i
を
祭
り
、
神
体
は
最
初
株
の
手
で
素
朴
に
造
立
さ
れ
た
が
、

後
に
専
門
家
の
手
で
一
層
規
格
化
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
e
⇔
、

㊨
㈲
は
夫
≧
安
永
、
文
化
の
同
時
の
造
立
で
あ
，
る
が
、
地
（
主
）
荒

神
と
い
う
一
神
格
に
対
し
祭
日
の
神
位
の
二
つ
あ
る
事
は
、
も
と
別

ヨ
の
神
で
あ
っ
た
地
（
主
）
神
と
荒
神
が
後
に
合
体
し
た
の
で
な
か

ろ
う
か
。
講
日
午
後
よ
り
酒
。
洗
米
。
灯
明
を
も
つ
て
山
祠
に
一
同

参
詣
後
、
宿
の
直
会
の
席
で
は
年
三
家
が
正
座
の
外
は
、
席
順
は
不

定
、
講
費
は
均
分
で
あ
る
。

　
C
、
は
「
地
主
サ
ン
」
と
呼
ば
れ
、
A
と
は
無
二
三
に
株
・
の
家
々

の
背
後
山
腹
（
讐
、
株
の
・
塞
霧
と
段
高
所
に
立
つ
葛

石
の
「
株
祖
先
霊
塔
」
で
、
も
と
は
A
と
同
様
の
丸
石
で
あ
っ
た
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
囲
二

「
形
ガ
オ
ナ
ジ
デ
余
り
字
ガ
ナ
イ
ノ
モ
繭
燃
リ
ナ
ク
」
W
数
年
払
剛
今
・
の
石

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ザ
ラ

碑
に
替
え
丸
石
の
方
は
そ
の
葛
石
に
用
い
た
。
八
月
十
四
日
夜
之
に

詣
り
愚
亭
同
様
、
年
番
宿
で
軽
い
会
食
を
す
る
。
盆
の
間
、
霊
塔
に

盆
灯
籠
を
供
え
、
毎
夜
宿
か
ら
「
地
主
サ
ン
ノ
灯
ト
モ
シ
」
に
ゆ
く
。

灯
籠
の
正
面
に
左
の
如
く
か
か
れ
て
い
る
が
、
直
吉
は
⑳
安
太
郎
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
、
嘉
左
工
門
は
⑱
勝
二
家
の
、
夫
≧
先

　
子亥巳戊辰酉卯申寅未丑午∈

薩国　源　豊　正嘉
　　　　右　　　　　左
　　　　衛　　　　　衛

吉蔵門助蔵門
自

主
様

格
化
し
な
い
前
の
素
朴
な
形
は
、

て
中
川
原
の
惣
左
工
門
株
に
も
株
荒
神
岡
の
近
く
に
あ
る
が
、
こ
う

し
た
屯
の
は
、
一
般
に
両
丹
地
方
の
株
に
は
ま
ま
見
ら
れ
る
物
で
あ

⑪
⑫る

。
更
に
於
短
慮
で
は
C
系
の
物
の
有
無
に
不
拘
、
A
の
神
祠
の
立

地
と
株
ソ
…
墓
の
位
置
の
闇
に
何
か
或
る
約
束
と
い
・
う
よ
り
、
更
に

代
で
、
之
は
県
内
の
灯
ト
モ
シ
番
即
ち

盆
宿
順
を
記
し
た
も
の
（
源
右
衛
家
は
絶
家
）
で

あ
る
。
そ
し
て
株
で
は
「
荒
神
ノ
方
ハ

株
が
座
州
来
テ
後
カ
ラ
調
爬
ッ
タ
モ
ノ
グ
ロ

　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

ウ
。
地
主
サ
ン
が
株
ノ
ホ
ン
マ
ノ
先
祖

力
卜
思
」
つ
て
い
る
。

　
こ
の
吉
崎
株
1
の
C
が
、
斯
様
に
規
．

　
　
自
然
石
の
　
「
先
祖
サ
ン
」
と
し
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深
い
内
面
関
係
が
あ
る
ら
し
い
の
は
、
祖
霊
の
性
格
を
究
む
る
上
に

重
要
な
視
点
で
あ
る
が
未
だ
確
か
な
事
が
云
え
な
い
。
と
も
か
く
同

族
神
の
神
名
、
神
体
が
様
≧
な
上
に
、
右
に
み
た
如
く
実
体
と
之
を

受
摂
る
観
念
の
聞
に
も
分
裂
を
生
じ
、
事
態
は
益
≧
錯
雑
を
極
め
る

が
、
そ
の
底
に
「
先
祖
」
の
観
念
が
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
ら
し
い

事
は
ほ
ぼ
想
像
さ
れ
る
。

　
総
じ
て
祭
ら
れ
る
者
の
性
格
が
本
質
に
於
て
何
で
あ
る
か
は
そ
の

名
称
や
体
様
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
祭
る
方
の
側
、
即
ち
祭
団
の
性

格
か
ら
根
源
的
に
規
制
さ
れ
る
も
の
で
、
右
の
錯
雑
の
中
に
も
明
瞭

な
一
事
は
、
株
の
構
成
戸
が
必
ず
こ
の
祭
に
参
加
の
義
務
と
権
利
を

も
ち
、
他
株
は
必
ず
遮
断
さ
れ
る
と
い
ふ
著
し
い
事
実
で
あ
る
。
叉

於
与
岐
で
も
観
音
講
愛
宕
講
等
、
他
に
多
く
の
宗
教
講
が
あ
っ
た
が
、

戦
時
中
に
殆
ん
ど
が
中
絶
叉
は
合
併
さ
れ
た
申
に
、
株
講
の
み
は
万

難
を
排
も
て
続
営
さ
れ
た
か
或
は
最
電
早
く
再
興
が
試
み
ら
れ
た
。

即
ち
前
節
の
株
の
機
能
の
側
よ
り
み
て
も
、
叉
村
落
の
講
と
い
う
点

よ
り
み
る
も
、
株
の
講
は
斯
く
独
占
的
優
位
を
占
め
る
の
で
あ
る
が
、

之
は
株
結
合
が
村
の
他
の
何
れ
の
講
集
団
よ
り
も
優
位
に
立
ち
、
且

つ
そ
の
祭
た
る
株
虹
が
該
結
合
の
本
質
的
契
機
に
亘
る
た
め
で
あ
る
。

　
　
　
　
村
落
を
構
、
阪
す
る
同
族
祭
団
（
竹
出
）

株
講
は
、
株
の
本
質
的
な
機
能
で
あ
り
叉
そ
の
紐
帯
で
あ
っ
て
、
日

常
の
生
活
関
連
は
な
く
と
も
株
講
の
配
膳
た
る
事
に
於
て
、
何
よ
り

も
株
の
一
体
感
が
満
た
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
蕪
に
株
は
最
も
小
規

模
の
、
然
し
そ
れ
だ
け
最
も
純
粋
且
つ
典
型
的
な
一
族
宮
座
集
団
と

　
③

み
ら
れ
、
古
き
氏
神
祭
の
祖
型
乃
蚕
原
理
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
看

取
せ
し
め
る
。

三
、
戸
籍
と
水
帳
一
文
蔽

　
　
　
　
　
ω
　
芦
籍

　
右
の
様
な
株
は
然
ら
ば
何
時
ど
の
様
に
し
て
成
立
し
た
も
の
か
。

と
い
う
よ
り
寧
ろ
丈
献
的
に
此
処
で
直
接
に
何
時
頃
迄
遡
り
得
る
か
。

之
は
同
時
に
下
村
と
い
う
村
落
の
成
立
変
遷
を
問
う
事
を
意
味
し
、

単
な
る
聞
取
で
は
不
確
実
で
あ
っ
て
、
差
当
っ
て
の
手
掛
は
勿
論
戸

籍
で
あ
る
。
於
与
岐
は
壬
申
戸
籍
を
失
っ
て
居
る
が
、
下
村
の
み
は

嚢
の
明
治
三
年
戸
饗
（
　
、
五
戸
C
　
　
欠
力
）
が
あ
り
、
之
と
明
治
＋
翠

於
磁
心
村
戸
籍
（
B
）
及
び
昭
和
昔
七
年
現
在
（
A
）
の
開
の
戸
数

の
変
化
を
と
れ
ば
第
四
表
、
更
に
現
行
の
戸
籍
簿
除
籍
簿
を
勘
案
し

て
霧
成
只
出
撃
）
の
世
系
を
籍
す
れ
ば
略
窮
嚢
と
な
る
．

　
之
に
よ
れ
ば
、
　
お
‡
A
の
5
1
↓
3
9
は
、
　
軌
ド
（
切
）
i
H
O
O
　
（
ご
欄

四
三

（　24．1　）



第四表　下村戸数の変蓬

C B A

陣治・・辮明二戸釧蜜曽
於与峻 19．　0 ユ54

1下村｝ 52 51 39

第五表　戸主の変遷（下村全戸。矢印は同一入）

株

同轡臨調暮喋尊騨

吉
瞭
橡
工

吉

崎

橡

吉
　
蒔
　
橡
　
皿
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・・「弥右衛門

2嘱左し衛門
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28疲兵衛
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吉OO
山

口

ヨ

18i善四郎

・漏k衛

i　　i40
1武　兵　衛
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吉寅和
高

湿吉
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33｝吉髄助
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株’親

明治45．鹿
蔵家ヨリ分
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論弥多子呵11
論・・ノi矯捌29

村
落
を
驚
成
す
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同
族
祭
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竹
田
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容
酬
6
ぺ
》
菱
容
労
嘩
が
θ
）
十
α
（
諺
褻
容
猷
感
ぺ
国
護
容
録
幌

が
G
”
智
ぴ
串
熱
拝
謝
》
b
◎
）
ロ
Q
O
リ
へ
、
こ
の
8
↓
A
聞
に
姿
を
没

し
た
1
8
戸
は
廃
絶
よ
り
は
転
出
が
多
い
と
思
わ
れ
、
恰
も
こ
の
近
代

資
本
主
義
勃
興
期
に
舞
鶴
・
綾
部
・
福
知
山
や
京
阪
神
方
面
に
吸
出

　
　
　
　
　
　
　
④

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
下
村
の
耕
地
面
積
と
入
口
は
第
六
表
の
如
く

で
、
明
治
三
年
の
面
積
は
C
記
載
の
村
高
請
地
反
別
ぞ
あ
り
実
耕
面

積
で
は
な
い
が
、
そ
の
後
の
増
加
は
当
然
見
込
ま
れ
る
。
土
地
も
人

　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目
も
若
干
は
増
加
し
な
が
ら
、

第六表　人口と耕地の変化（下村）

明治3．
（戸籍の村高請地積）

1ユ3

昭和8・

（「於亥岐区史」）

135男

130127女

243262計

人
　
　
口

」73反9畝8歩4
129反4畝

畑igO反1畝2歩9

土
　
地

戸
数
が
相
当
数
廃
絶
又
は
転

出
し
て
居
る
事
は
、
可
能
な

生
活
条
件
を
漸
く
掴
み
得
た

者
だ
け
が
歎
じ
て
村
に
し
が

み
つ
き
、
之
を
掴
み
得
な
か

っ
た
者
は
村
外
に
蹴
出
さ
れ
、

且
つ
そ
う
し
た
分
岐
が
當
に

「
家
」
と
い
う
枠
を
通
し
て

働
い
た
事
を
意
味
す
る
。
C
籍
は
今
5
戸
分
を
欠
く
ら
し
い
が
そ
れ

は
B
欄
に
あ
っ
て
C
欄
空
白
の
家
で
あ
ろ
う
。
C
欄
に
あ
っ
て
B
欄

　
　
　
　
村
落
を
構
成
す
る
同
族
祭
団
（
竹
田
）

に
な
い
最
終
の
四
戸
も
廃
絶
叉
は
転
出
の
筈
で
、
C
↓
8
の
聞
も
戸

数
に
変
化
は
な
く
と
も
戸
は
入
替
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。
B
↓
A
間

に
生
じ
た
四
戸
の
分
家
は
廃
絶
叉
は
転
出
し
た
。

　
明
治
維
萩
前
後
の
頃
に
も
株
の
組
織
と
祭
の
存
し
た
事
は
、
中
川

原
惣
左
衛
門
株
の
荒
神
神
位
の
裏
書
に
「
従
来
株
荒
神
二
野
処
御
亡

新
に
付
明
治
位
署
改
表
書
之
通
（
第
三
表
）
奉
号
者
也
．
」
と
あ
る
事
よ

り
、
下
村
に
つ
い
て
も
当
然
想
像
さ
れ
る
か
ら
、
B
↓
A
の
廃
罷
十

八
戸
中
、
も
し
申
川
原
の
白
波
瀬
株
の
如
く
村
か
ら
挙
株
脱
落
し
た

者
が
な
け
れ
ば
、
無
難
当
時
は
必
ず
今
の
何
れ
か
の
株
に
属
し
た
筈

で
あ
る
が
、
具
体
的
に
は
株
講
宿
帳
の
如
き
が
こ
こ
で
は
全
ぐ
存
し

な
い
か
ら
知
る
由
が
な
い
。

　
下
村
に
は
今
の
場
合
利
用
し
得
る
宗
門
帳
を
欠
く
た
め
、
右
C
戸

籍
を
通
し
て
糖
タ
文
化
頃
の
世
代
、
即
ち
漸
く
今
よ
り
四
一
五
世

代
を
遡
り
得
る
の
み
で
あ
る
が
、
試
に
そ
の
闇
の
世
系
を
株
の
各
戸

の
一
々
に
つ
い
て
検
す
る
に
、
各
世
系
は
そ
の
聞
少
し
も
交
叉
す
る

事
な
く
す
べ
て
平
行
関
係
と
な
っ
て
表
わ
れ
る
。
固
よ
り
婚
姻
に
よ

る
横
の
血
縁
関
係
は
既
述
の
如
く
複
雑
に
錯
綜
す
る
が
、
吉
崎
株
1

で
聞
く
如
き
家
の
聞
の
縦
の
系
譜
的
分
派
は
認
め
得
な
い
様
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
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村
落
を
構
、
旗
す
る
岡
族
祭
団
（
竹
田
）

従
っ
て
現
在
株
の
家
≧
が
該
株
・
に
は
じ
め
て
己
れ
の
位
置
を
占
め
た

時
機
は
、
当
然
右
の
世
代
以
前
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
之
は
当
初

か
ら
予
想
さ
乱
た
事
で
あ
る
が
戸
籍
は
そ
れ
を
明
白
に
実
証
し
て
い

る
。

㈲
水
　
　
帳

　
文
政
八
年
、
当
時
下
村
の
庄
屋
で
あ
っ
た
吉
崎
九
郎
左
衛
門
が
書

写
・
た
「
馬
陸
年
替
且
回
書
醤
帳
」
（
以
下
丈
化
の
水
帳
と
仮
称
）
㌦

計
二
二
六
筆
の
田
地
に
つ
き

「
一
の
せ

一
、
下
七
畝
拾
五
歩

〃
所一

、
下
弐
畝

〃
所一

、
三
四
畝
拾
五
歩

〃
所一

、
三
六
畝
八
歩

の
如
き
体
裁
で
二
段
に
人
名
を
掲
げ
、

タ
高
分
有
之
候
二
而
　
田
地
紛
季
候
一
帯

之
上
　
書
改
申
候
故
　
歩
廊
之
義

候
傍
而
如
件
単
記
棄
年
正
蓬
蓬
」
（

太
郎
職
工
門
　
　
次
左
エ
門

　
　
　
　
　
　
見
内

与
　
　
　
吉
　
　
久
　
　
助

同
　
　
　
入
　
　
喜
一
一
門

太
郎
左
工
門
　
　
嘉
兵
衛
L

　
　
　
　
　
　
（
第
一
頁
）

　
　
　
　
そ
の
帳
奥
に
「
古
来
よ
り
段

　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
も
　
　
へ

　
　
　
　
　
　
此
度
村
中
寄
合
　
吟
味

　
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
古
帳
面
之
通
リ
ニ
相
違
無
御
座

　
　
　
　
　
　
　
難
）
と
し
、
更
に

続
い
て
そ
の
黒
煙
全
部
に
亘
り

　　　　　　コ組同』 ｯ同橡組年庄
頭　　　 親頭寄屋

勘
　
兵
　
衛

五
左
エ
門

九
郎
左
工
門

佐
右
エ
門

伊
右
エ
門

嘉
　
兵
衛

喜
左
工
門

四
八

■■〃・■株同同語
　　　親　　頭
武弥半権重幸嘉
丘丘右肇！、　　 ！、　　ノTS

　　　エ工
衛画一門門助七
〃■！〃〃■f〃株
　　　　　親

弥
右
エ
門

長
右
転
門

伊
左
工
門

庄
　
兵
　
衛

叉
左
エ
門
跡

作
左
エ
門

半
右
一
門
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
配
列
原
文
通
ゆ
）

の
如
き
異
様
な
連
名
を
付
し
て
全
帳
を
終
っ
て
い
る
。

　
・
こ
の
連
名
は
文
化
八
年
の
原
肥
で
は
連
署
形
式
で
あ
っ
た
筈
ぞ
、

従
っ
て
本
帳
標
記
の
「
書
抄
」
は
、
恐
ら
く
於
与
岐
村
分
か
ら
全
下
村

分
を
抄
出
し
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
事
は
奥
書
の
文
言
か
ら
も
明
か

ぞ
あ
る
。
次
に
こ
の
二
段
の
人
名
は
一
見
通
例
の
分
附
記
載
の
如
く

み
え
る
が
、
笑
は
そ
う
で
な
く
、
上
段
下
段
を
夫
≧
集
計
し
て
些
細
に

検
す
れ
ば
（
第
七
表
及
び
第
八
表
）
、
上
段
は
過
去
の
或
時
期
の
地
籍

を
、
下
段
は
現
在
の
地
籍
を
、
夫
タ
対
照
さ
せ
つ
つ
転
記
し
た
も
の
ぞ

あ
る
事
が
帰
結
さ
れ
る
。
た
だ
注
意
す
べ
き
は
、
上
段
即
ち
第
七
表
は
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／
人

第
七

表
　

上
段
列
名
者
の
関
係
地
積
（
交
化
8年

下
村
水
帳
）

帰
陣
積

｝
筆

数

「
九
郎
左
剛

制
・

・
1
弥

助
11・

5i・
・
i　

26

・
1彦
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郎
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司
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41　
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い
1
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レ
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郎
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i
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i
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i
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※
後

蓮
慶

長
1
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年
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水

帳
に

も
佃

が
画

る

　
が
そ
の
所
有
閥
係
は
明

か
で

な
い

。

第
八
表
下
段
列
名
者
の
関
係
願
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丈
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§
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む
　
　
も
　
　
も
　
　
あ
　
　
へ
　
　
も

「
下
村
分
の
土
地
（
と
水
帳
が
考
え
る
）
を
高
請
す
る
人
」
を
記
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ

下
段
即
ち
第
八
表
は
そ
れ
と
共
に
「
下
村
の
人
（
と
水
帳
が
考
え
る
）

が
高
講
ず
る
土
地
」
を
も
併
記
し
た
点
で
、
上
段
に
の
み
表
わ
れ
る

人
名
空
白
の
地
積
（
第
七
表
1
9
）
は
そ
こ
に
生
じ
た
ズ
レ
に
重
な
ら
ぬ
。

　
こ
の
水
帳
奥
の
連
署
は
当
時
の
村
落
構
造
を
或
程
度
示
す
も
の
と

し
蹟
る
注
目
揺
す
る
．
即
ち
之
に
よ
蔭
五
二
戸
（
第
八
表
　
1
1
－
　
5
）
の

下
村
に
於
い
て
、
公
簿
で
あ
る
水
帳
を
認
証
す
る
権
根
を
有
す
る
蒙

は
十
一
戸
あ
り
、
庄
屋
。
年
寄
・
「
組
」
の
頭
。
「
株
」
の
親
　
の
何

れ
か
一
つ
で
あ
る
事
が
そ
の
　
資
格
で
あ
っ
た
。
又
こ
の
五
二
戸
の
村

は
地
縁
集
団
の
「
組
」
　
（
八
つ
）
と
同
族
結
含
で
あ
る
「
株
」
　
（
十

三
）
か
ら
同
時
に
構
成
さ
れ
た
が
、
株
の
数
は
今
の
十
二
と
大
差
が

　
⑥

な
い
。
組
と
株
と
は
併
存
し
た
が
明
か
に
別
の
原
理
の
単
位
体
で
、

代
表
者
は
別
タ
に
蹴
た
が
時
に
兼
任
す
る
纂
も
あ
っ
た
。
第
八
表
と

照
合
す
る
に
組
頭
の
持
高
は
大
体
平
均
に
上
位
で
あ
る
が
、
株
親
に

は
小
高
者
や
甚
し
き
は
伊
左
工
門
や
半
百
工
門
の
如
く
帳
外
無
高
の

者
さ
へ
あ
り
、
一
般
村
人
で
も
こ
の
連
署
人
よ
り
高
の
多
い
者
は
珍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

し
く
な
い
。
之
は
組
頭
（
と
い
う
人
）
は
組
内
の
当
時
の
経
済
的
笑

力
者
が
、
そ
の
都
度
選
出
さ
れ
た
ぞ
あ
ろ
う
に
反
し
、
株
親
（
と
い
う

　
　
　
　
村
落
を
癒
成
す
る
同
族
祭
団
（
竹
国
）

す家
）
は
系
譜
上
の
位
置
で
あ
り
門
閥
家
格
ぞ
あ
る
か
ら
、
時
の
経
済

力
の
み
に
よ
っ
て
は
容
易
に
転
移
し
な
い
事
実
を
反
映
す
る
。
今
竜

吉
崎
株
I
X
が
下
村
で
の
オ
ー
株
と
云
わ
れ
る
の
は
二
成
戸
数
の
多

少
の
み
で
は
な
く
祉
会
的
な
力
と
格
を
意
味
し
、
従
っ
て
劣
弱
な
株

で
は
株
親
家
ぞ
あ
フ
て
屯
そ
の
力
は
劣
弱
で
あ
る
が
、
劣
弱
で
あ
っ

て
も
六
親
家
た
る
事
が
村
内
に
発
言
権
を
有
す
る
の
で
、
無
高
名
や

極
端
に
は
絶
家
し
て
現
笑
生
活
者
な
き
形
骸
の
み
の
家
で
あ
る
「
跡
」

さ
え
、
そ
れ
が
株
親
家
た
る
資
格
に
於
て
公
簿
の
認
証
権
を
公
認
さ

れ
た
。
単
に
組
頭
の
み
で
あ
る
者
ば
是
認
で
の
当
時
の
経
済
的
実
力

者
で
あ
る
が
、
株
内
ぞ
は
他
に
髭
面
家
を
載
く
分
家
筋
の
家
で
あ
り
、

株
親
組
頭
兼
任
者
は
実
力
と
門
閥
を
併
具
し
郭
内
廓
内
で
共
に
そ
の

頂
点
に
立
つ
た
者
ぞ
あ
ろ
う
。
明
治
以
後
と
異
り
、
徳
川
時
代
に
は

株
結
合
が
一
種
の
公
法
的
性
格
…
を
さ
え
持
つ
場
合
の
あ
っ
た
事
を
こ

の
文
書
は
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
然
し
株
は
更
に
早
い
時
代
か
ら
こ
の
村
に
存
し
密
切
な
生
活
関
連

の
場
で
あ
っ
た
。
次
の
下
書
は
そ
れ
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。

「
永
久
売
渡
シ
潮
田
地
絡
事

　
（
前
略
）
則
右
之
田
地
御
年
貢
六
升
つ
つ
ま
い
年
御
上
納
可
被
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
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村
落
を
構
成
す
る
同
族
祭
団
（
竹
田
）

候
、
な
か
蓼
慰
無
量
…
蟹
候
（
傍
点
筆
者
）
永
久
売
け
ん

犬
口
上
．

斗
女
「
T十亥寛

ニノ十
月　三
廿　感

心

中
川
原
村

　
伝
六
殿

か口
ふ入

売
ぬ
し

羽小仁

庄年同
や寄

々次三

右
衛

右
衛

門衛門門衛門
＠＠＠＠＠＠し

　
こ
の
様
に
株
が
保
証
に
立
つ
た
出
入
済
状
や
土
地
売
券
は
、
現
在

六
書
熱
る
が
（
寛
永
1
9
、
明
癬
1
、
享
保
6
享
保
1
6
、
寛
保
3
、
宝
暦
1
⑦
）
寛
永
明
暦
等
量
の

も
の
に
は
村
役
人
が
入
ら
ず
、
た
だ
株
の
み
連
署
し
て
い
る
の
は
株

の
保
証
が
最
も
有
効
で
あ
っ
た
証
左
で
あ
ろ
う
。
更
に
所
属
株
の
保

証
は
独
り
自
村
の
み
な
ら
ず
、
於
与
岐
内
の
他
村
に
対
し
て
も
そ
の

　
　
　
　
　
⑧

効
力
を
も
つ
た
が
、
享
保
六
年
の
出
入
済
状
に
「
可
ふ
内
」
六
人
が

連
署
し
い
る
の
は
当
時
の
株
の
一
規
模
を
示
す
も
の
で
あ
る
、
之
等

は
、
偶
タ
文
献
に
遺
さ
る
べ
き
事
件
で
あ
っ
た
た
め
に
株
の
存
在
が

翫
二

記
録
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
交
書
の
現
は
れ
る
背
後
に
は
猶

ほ
記
さ
れ
ざ
る
無
数
の
生
活
関
連
が
当
時
の
株
結
合
を
め
ぐ
っ
て
今

日
以
上
に
多
く
存
し
た
筈
で
あ
る
、

　
時
代
を
更
に
遡
る
に
、
於
与
岐
の
検
地
は
慶
長
十
八
年
十
一
月
四

村
に
つ
い
て
行
究
た
．
そ
の
野
帳
が
履
詳
息
音
麗
郡

　
　
　
　
　
　
　
⑨

於
与
岐
村
水
轄
恢
L
　
一
冊
ぞ
、
　
仮
に
罵
逓
番
…
号
を
附
し
ア
れ
ば
A
工
部
で
六
八
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ

九
筆
、
そ
の
中
こ
の
検
地
で
下
村
分
の
田
地
と
考
え
ら
れ
た
も
の
は

㊦
b
o
ー
ド
b
σ
μ
ω
心
b
こ
一
q
『
メ
α
り
b
こ
一
①
ド
蒔
の
計
二
二
三
筆
、
集
計
す
れ
ば
こ

の
高
請
人
総
数
廿
七
名
、
う
ち
廿
二
名
は
他
村
に
も
高
請
地
を
屯
っ

て
い
る
．
帳
楽
聖
纂
（
一
〇
東
を
上
田
で
七
三
升
・
中
田
で
七
〇
升
・
下
田
で
六
六
・
五
升
）
に
よ
っ

て
二
黒
を
石
高
に
直
し
彼
等
の
総
持
高
を
第
九
表
及
び
同
附
図
に
示

す
。
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村
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成
す
る
岡
．
族
祭
団
（
竹
田
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第九表附図（黒は下村に於ける持高）

高
に
直
し
、
手
帳
に
干
て
名
の
合
致
す
る
十
四
名

の
高
を
比
較
し
た
の
が
第
十
表
で
あ
る
．

纒　雛灘、置
型
灘
、

断、

芫
Y

箒
灘
灘
　

／
3
懸
．
機 纏．

A
岬

論評耀

2
含
錫
毎
必
“
舞
”
％
蓼
を
上
手

（
響
＋

八
人
中
、

十
四
名
識

同
名
の
者

が
含
ま
れ

て
い
る
。

丈
化
の
水

帳
は
石
盛

を
欠
く
の

で
同
帳
台

の
戻
米
の

　
　
　

（
妻
発
）

高持と入持高るれわ表に帳剛鋤郷咬斜懸鞭

肝

　¢��
二
二
．
・
び
　
　
監
所
．
　
ゴ
．
蓼
�

石　2　3・タ　’　6　ク　’　9　／o灘

　毛�

　厚�

．母 �

　　　　　．�

％呪Z9ダ�

18年・於与岐繊i閃七8年・下榊日工段

　
村
落
を
糠
…
成
す
る
同
族
祭
団
（
竹
厳
）

の
中
に
先
の
丈
化
八
年
水
帳
の
上
段
の
列
名

長
十
八
年
於
尋

薫
化
八
年
下
村

i与　　吉
陸　次　郎
i弥　　　助
1甚　九　郎

簸1引彦
碁
過
分
｝
髪
わ
れ
・
人
名

　　　　　　助
i太郎左衛門
甚　’　六
1弥　　　張
吉祥庵侍田）＊

O　1庄右衛門一

1i緬　龍　庵
21又　三　郎
3レ、郎左衛門
・i　i与　次　郎

s　1佃

6［久　＿　郎

171与　　七

18蘭五郎

　計　1下村分　li石　高　　面　積
下卜i　　　　　升：
0431　3351　651i　7

sol　21　377［・g

認｝調
371’　06si　2s．iti　og．s

gsl　ogsl　lggl　s7

231　361　14sl　26

管：　　　　　畝：　期
379i　9521　1381　O－l1

9，　9i　21　80i　一

osol　g4sl　iosi　e）

gi　91　101’　一

gt824171　58　e9］
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ユ073i　92・。1107、15

ggl　42」r1

2sl　s21

7sgl　2gs1

3iユ251
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0i　31

1i　81
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g71　1ssl　sl　6
［1　311

I　33
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94　sosl　4gl　is
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lOl　9DV91
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t－1

－g－d

考※　吉祥庵は下村に全持高の三分の二をもつ。於与岐の寺は吉祥、栖
　　龍二庵のみで後者は今も上川原に建つ。下村分のみの抄蹟である
　’丈化の水帳では自村喉一の寺　吉祥庵のHは「寺園」とのみいつ
　　ただけで充分了解されたと思われる。
　　　　　　　　　　　　　（　252　）



　
検
地
は
固
よ
り
土
地
を
主
と
し
て
の
登
録
で
あ
る
か
．
ら
第
九
表
の

　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
セ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
る

十
七
名
は
下
村
分
の
田
に
高
講
ず
る
人
闇
で
、
そ
の
中
に
は
下
村
分

へ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
人
間
が
相
当
数
含
ま
れ
て
い
る
事
は
明
か
で
あ
る
が
全
部
が
そ
う

ゼ
な
い
事
も
亦
確
実
で
、
名
寄
帳
の
な
い
今
日
そ
の
数
を
確
知
し
得

な
い
。
第
九
蓑
及
び
同
附
図
か
ら
明
か
な
如
く
下
村
ぞ
少
量
、
他
村

で
多
景
の
高
を
も
つ
者
も
珍
し
く
な
く
、
と
も
か
く
入
作
者
（
m
）

が
糟
当
あ
る
一
方
、
帳
外
無
高
者
や
、
極
端
に
は
、
他
村
で
の
み
高
を

も
ち
自
村
ぞ
は
無
高
の
下
村
村
民
（
n
）
も
考
え
得
る
。
従
っ
て
b
。
『

し
影
＋
づ
が
慶
長
十
八
年
の
下
村
の
戸
数
ぞ
あ
る
が
、
同
様
に
丈
化

の
水
墜
段
（
攣
）
に
も
・
窯
及
び
遊
当
る
煮
蓉
．
m
．
・
）

が
あ
る
筈
で
あ
る
。
丈
化
八
年
に
は
五
一
名
の
高
持
以
外
に
猶
若
干

の
無
私
（
橡
親
で
も
二
名
は
無
高
。
前
述
）
が
あ
る
が
、
明
治
三
年
の
姦
責
導
者
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

村
一
名
は
全
部
高
持
で
あ
る
ら
し
い
。
従
っ
て
近
世
を
通
じ
て
の
下

五
の
戸
数
の
変
遷
は
左
の
如
く
な
る
。
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
薫
副

　
　
　
濠
漁
H
G
◎
　
　
　
　
　
　
料
曾
　
　
　
　
暴
Q
◎
↑
　
謡
諺
Q
◎

　
（
b
の
刈
一
白
十
日
μ
）
↓
（
H
◎
っ
f
ヨ
、
＋
冨
、
）
↓
（
＄
型
置
）
↓
α
H

臓
丑
m
n
の
数
値
を
知
り
え
な
い
が
、
慶
長
十
八
年
検
地
に
於
け
る

於
与
岐
四
村
八
一
入
の
人
別
持
高
は
第
二
図
の
様
な
階
層
分
化
を
示

　
　
　
　
村
落
を
構
成
す
る
圃
族
祭
団
（
竹
麟
）

第2図　覆長18年検馳に於ける於与岐全村の人別持高
　　　　（81人）。黒はそのうち下村分の請高を示す

　　　as　46　e　e　s6　lpe　1．26　156　1．6　／tx“7．　z－i．一e
nn！

馨禽

N
や
N
飢

“S6　JP”

矯誓

Neet
　　　o．

し
て
い
る
。
四
ケ
村
で
八
一
人
の
本
百
姓
、
即
ち
一
村
平
均
二
〇
と

い
う
戸
数
は
直
ち
に
込
。
刈
i
影
＋
ロ
で
は
な
い
に
し
て
も
、
両
者
は

無
関
係
な
数
で
は
な
い
。
従
っ
て
慶
長
十
八
年
↓
文
化
八
年
の
間
に

下
村
の
高
持
百
姓
の
戸
数
は
、
二
倍
強
に
増
加
し
た
と
い
う
趨
勢
が

蕊
然
的
で
は
あ
る
が
想
定
さ
れ
得
る
緩
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
漁
猟
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村
落
を
樽
、
謁
す
る
陣
族
祭
瞳
（
竹
田
）

四
、
同
族
祭
団
成
立
の
歴
史
と
論
理

　
村
が
開
発
の
有
力
本
家
た
る
大
手
作
地
・
王
と
、
そ
れ
に
従
属
す
る

血
縁
非
血
縁
分
家
た
る
小
作
階
層
に
よ
っ
て
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ツ
シ
ユ
に

構
成
さ
れ
、
地
主
手
作
経
営
の
拡
大
発
展
が
分
家
名
子
や
被
官
の
賦

役
的
小
作
関
係
と
し
て
現
象
し
、
村
の
政
治
は
一
義
的
に
本
家
地
主

の
統
制
に
服
し
、
本
譜
地
主
の
氏
神
が
即
ち
村
の
産
土
神
と
い
う
様

な
、
或
は
や
が
て
本
蒙
の
名
子
被
官
分
家
（
非
血
縁
分
家
）
と
な
る
者

が
分
家
以
前
に
、
奉
公
人
家
族
と
し
て
本
家
の
複
合
大
家
族
制
を
構

成
す
る
因
子
ぞ
あ
る
と
い
う
如
き
、
後
進
的
な
東
北
地
方
等
に
屡
二

見
ら
れ
る
所
謂
同
族
結
合
の
範
型
的
な
も
の
は
少
く
も
近
世
以
降
の

賞
与
岐
に
於
て
は
見
る
事
が
出
来
な
い
様
で
あ
る
。
慶
長
検
地
の
際

の
筆
頭
の
大
高
持
大
又
の
庄
右
工
門
が
、
或
は
今
の
禰
宜
カ
ブ
三
叉

の
吉
田
次
男
家
の
先
業
か
と
思
わ
れ
な
く
詮
な
い
か
ら
、
中
世
後
半

に
は
そ
う
し
た
事
が
存
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
類
推
の
域
を
出
で

な
い
。
従
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
や
は
り
畿
内
的
な
先
進
型
に
属
す

る
と
も
言
得
よ
う
。
に
も
不
拘
、
畿
内
の
他
の
地
域
に
は
、
少
く
も

そ
れ
程
顕
然
し
な
い
同
族
結
合
が
、
独
り
、
こ
の
直
垂
岐
を
含
む
両

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六

丹
地
方
に
の
み
一
種
特
別
の
景
観
を
な
し
て
存
続
し
た
の
に
は
、
そ

う
さ
せ
る
べ
き
何
等
か
の
社
会
経
済
的
条
件
が
存
し
た
筈
ぞ
、
そ
れ

を
た
だ
先
進
地
帯
に
於
て
後
進
的
要
素
が
言
は
穿
ボ
ケ
ツ
ト
状
に
残

存
し
た
も
の
と
い
う
の
み
で
は
実
は
説
明
に
な
ら
な
い
。
所
謂
後
進

性
の
範
型
的
な
も
の
が
そ
こ
に
は
み
ら
れ
な
い
か
ら
ぞ
あ
る
。
事
態

を
今
少
し
く
具
体
的
に
説
明
し
得
な
い
も
の
か
。

　
そ
の
場
合
上
来
於
与
岐
の
伝
承
と
丈
献
の
中
に
看
取
し
た
要
約
次

の
五
つ
の
デ
ー
タ
、
即
ち

一
、
株
神
（
同
族
神
）
の
背
後
に
「
先
祖
」
の
佛
が
隠
顕
す
る
こ
と

二
、
株
は
株
講
の
蕃
書
た
る
事
に
自
己
の
本
質
的
契
機
を
見
冒
し
て

　
　
居
る
こ
と

三
、
株
は
家
の
系
譜
関
係
と
し
て
の
一
全
体
で
あ
る
と
意
識
さ
れ
且

　
　
つ
そ
の
機
能
を
果
し
て
み
る
こ
と

四
、
近
世
を
通
じ
て
株
は
確
実
に
存
続
し
て
来
た
こ
と

五
、
極
め
て
蓋
然
的
で
は
あ
る
が
、
近
世
前
半
期
に
戸
数
は
倍
加
し

　
　
て
お
り
、
後
半
期
の
処
ぞ
は
無
高
人
が
消
減
す
る
傾
向
が
み
・
ら

　
　
れ
る
こ
と

の
相
互
間
に
実
は
密
接
な
内
面
関
係
が
あ
り
、
叉
そ
れ
が
或
程
度
右
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の
説
．
明
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
坂
田
武
治
氏
本
の
慶
長
検
地

帳
に
は
、
処
々
次
の
様
な
分
附
記
載
が
み
ら
れ
る
が
浄
写
本
の
吉
崎

本
で
は
そ
れ
に
分
附
の
記
載
が
な
い
。

「
下
こ
そ
く
三
わ

下
五
そ
く
五
わ
　
　
　
あ
せ
の
谷

下
＋
そ
く

同
所

即
ち
例
え
ば
前
者
で

　
む
可
い
可
い
ち

　
　
　
　
か
h
」
か
か

　
　
与
　
吉

　
　
　
　
か
ひ
か

　
　
甚
三
郎
L

　
　
　
（
傍
点
筆
者
）

と
あ
る
同
じ
場
所
を
吉
崎
本
で
は
左
の
如
く
記
し
て
い
る
。

「
下
妻
三
把
同
所
（
屡
魅
）
票
ち

下
　
五
束
五
感
　
　
　
あ
せ
の
谷
　
　
　
　
与
　
陛

下
　
拾
束
　
　
　
　
同
所
　
　
　
　
　
甚
三
郎
」

本
検
地
帳
で
分
附
を
も
つ
者
は
「
追
田
し
の
み
ぞ
あ
る
が
追
田
は
地

名
か
ら
転
化
し
た
家
名
で
あ
る
こ
と
は
「
む
か
い
か
い
ち
」
と
同
様

ぞ
あ
る
、
第
十
一
表
に
み
る
如
く
於
三
三
を
通
じ
「
迫
田
分
」
は
寺

の
外
に
二
名
、
そ
の
申
、
甚
三
郎
は
於
与
岐
で
中
級
の
高
持
ぞ
あ
る

が
、
そ
の
高
の
全
部
が
迫
田
分
ぞ
あ
り
、
寺
の
高
も
殆
ん
ど
悉
く
迫

田
分
で
あ
る
。
而
し
て
検
地
帳
の
原
本
に
は
書
き
、
同
時
の
浄
写
本

が
故
意
に
「
分
附
」
記
載
を
さ
け
て
居
る
の
は
、
預
け
主
（
迫
田
）

　
　
　
　
　
村
藩
を
鋒
…
成
す
る
同
族
祭
団
（
竹
閏
）

第十一表迫田分（於与岐を通じて）

高持人名
「於与岐での　　　（A）　　　　　（B）　　　　B
薄額位　塑（単位升）（A）・中・期分A

甚三副 no．　42
i33・　i一 i33　1　iooo／b

吉祥圃 no．　44 125．52
一　116・975　1　939／o

向　　が　　ち no．　6t
2s．27　1． is・2gs　1　60％

計

1！97．125
1000／6

級　　位　　分附以外の持高
分附させた高
（上欄Bの合計）

no．　4
931．8　55

78％
265・27

22％迫田

と
預
り
人
と
の
闇
に
該

地
籍
の
帰
属
が
そ
れ
だ

け
不
確
定
の
状
態
に
あ

る
こ
と
を
示
す
も
の
で

あ
ろ
う
。
然
る
に
之
は
、

奉
公
人
分
蒙
の
堺
迅
さ

れ
る
時
、
或
は
非
血
縁

分
家
の
設
定
さ
れ
る
時

に
は
｝
将
に
・
生
ぶ
，
べ
き
｛
重

態
ぞ
あ
る
が
、
翼
に
い

え
ば
、
た
と
え
不
確
定

と
は
い
え
甚
三
郎
や

「
向
が
ち
」
程
の
強
さ

の
耕
作
権
を
さ
え
未
だ

公
認
さ
れ
る
に
至
ら
な

い
無
高
人
や
、
零
細
高

持
人
の
預
作
が
、
未
だ

検
地
高
上
に
表
わ
れ
な

五
七
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村
落
を
構
成
す
る
同
族
祭
団
（
竹
田
）

い
で
行
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
抜
群
筆
頭
の
高
持
庄
右

工
門
ぞ
竜
、
僅
か
に
一
七
石
八
書
置
で
あ
っ
て
、
上
掲
諸
表
か
ら
竜

見
ら
れ
る
様
に
一
般
に
そ
の
持
高
は
極
め
て
零
細
ぞ
あ
る
。
従
っ
て

今
も
そ
う
で
あ
る
様
に
、
こ
こ
ぞ
は
「
山
」
が
常
に
生
活
手
段
と
し

て
大
き
な
意
味
を
も
つ
た
。
そ
れ
だ
け
に
猫
額
の
痩
田
で
屯
高
持
に

な
る
希
望
、
な
っ
た
者
に
対
す
る
羨
望
は
一
層
激
し
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。
零
細
な
持
高
が
そ
れ
を
語
っ
て
い
る
様
で
あ
り
、
又
そ
こ
に
正

　
　
も
　
　
へ

し
く
山
村
が
あ
る
の
ぞ
あ
っ
て
、
投
入
さ
れ
る
労
働
量
の
糟
対
的
比

率
は
低
調
で
あ
る
と
し
て
も
、
や
は
り
田
地
持
高
の
相
違
は
社
会
的

な
階
層
分
化
を
或
程
度
に
語
る
も
の
と
み
ら
れ
よ
う
。

　
徳
川
前
半
期
の
戸
数
の
倍
加
が
も
し
悉
く
血
縁
分
家
の
み
に
よ
る

と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
応
ず
べ
き
耕
地
の
増
加
を
前
提
し
な
く
て
は
な

ら
ぬ
が
、
そ
の
想
定
は
困
難
の
様
で
あ
る
。
そ
の
外
に
更
に
帳
外
無

高
の
小
作
入
が
生
長
し
、
零
細
な
持
高
を
分
与
さ
れ
て
地
主
家
の
非

血
縁
分
家
と
し
て
一
軒
前
を
認
め
ら
れ
、
零
細
な
持
高
を
以
て
水
篶

上
に
表
わ
れ
る
と
共
に
、
一
方
自
家
の
分
創
以
前
と
同
様
、
旧
地
主

旨
ち
今
の
非
血
縁
童
蒙
の
耕
作
や
山
仕
事
に
賦
役
的
労
働
（
地
主
家

即
ち
本
家
の
準
家
族
的
無
償
労
働
）
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八

自
家
の
零
細
な
持
高
を
カ
バ
ー
し
た
と
い
う
様
な
事
情
の
方
が
一
層

自
然
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
外
部
か
ら
の
転
入
者
も
こ
の
コ
ー

ス
以
外
に
は
定
着
が
不
可
能
で
あ
っ
た
。
…
即
ち
後
進
的
範
型
が
、
少
く

も
近
世
前
半
期
に
小
規
模
に
こ
こ
に
は
展
開
し
た
と
み
る
の
ぞ
あ
る
。

　
か
く
考
え
る
な
ら
ば
、
株
結
合
が
家
と
蒙
と
の
系
譜
関
係
と
し
て

存
続
し
た
理
由
は
最
早
．
目
明
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
他
の
爽
雑
器
の
介

入
と
自
系
譜
関
係
者
の
逸
脱
を
厳
に
排
除
し
、
挙
げ
て
ご
孤
蝶
に
之

を
統
摂
し
得
る
者
は
該
系
譜
等
親
の
始
源
、
即
ち
株
の
「
先
祖
」
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

外
に
は
あ
り
得
な
い
筈
で
あ
っ
て
、
株
の
祭
る
電
の
が
そ
れ
以
外
に

何
者
か
別
の
名
を
称
す
る
の
は
、
何
等
か
他
の
理
由
に
よ
る
第
二
次

的
習
合
の
結
果
と
み
る
外
は
な
い
。

　
株
講
は
原
理
的
に
は
こ
の
様
に
し
て
成
立
し
た
筈
で
あ
る
が
、
現

在
見
る
株
講
が
現
実
に
何
時
成
立
し
た
か
を
知
る
事
は
國
難
で
あ

り
、
・
叉
八
幡
宮
の
宮
座
と
の
成
立
の
前
後
関
係
も
知
悉
し
得
な
い
。

烏
鷺
岐
八
幡
に
存
す
る
宝
暦
五
年
の
宮
座
の
座
図
は
、
十
八
名
の
座

衆
の
可
成
に
整
然
た
る
配
座
を
示
し
、
　
「
慶
長
十
八
鉱
、
丑
八
月
十
日

百
年
目
改
仰
付
候
。
御
役
所
様
へ
申
上
候
。
宝
暦
五
亥
年
改
申
盛
夏
」

と
い
っ
て
い
る
．
下
村
吉
崎
株
1
の
株
荒
神
の
記
霊
堂
安
永
九
年
が
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創
建
で
あ
る
か
造
替
で
あ
る
か
は
判
然
し
な
い
が
、
別
の
処
で
論
じ

　
　
　
⑫

た
如
く
両
丹
地
方
の
株
講
に
関
す
る
諸
種
の
記
年
齢
の
殆
ん
ど
が
幕

末
に
近
い
徳
川
後
半
期
で
あ
る
事
は
注
意
ず
べ
き
で
、
時
期
が
晩
い

か
ら
資
料
が
多
く
遺
っ
た
と
許
り
も
い
え
な
い
様
ぞ
あ
る
。
或
は
之

も
そ
の
一
例
と
し
て
加
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
上
来
、
株
か
ら
直
接
に
構
成
さ
れ
る
村
落
の
例
を
下
村
に
と
り
、

宮
座
組
織
を
そ
の
外
廓
、
党
与
岐
村
に
み
て
、
下
村
分
と
し
て
の
村
氏

神
に
つ
い
て
は
一
切
言
及
し
な
か
っ
た
の
は
一
に
調
査
不
充
分
の
故

ぞ
あ
る
が
、
恐
ら
く
徳
川
中
期
と
推
定
さ
れ
る
「
於
与
島
下
村
絵
図

璽
（
臨
鵬
）
に
託
ぱ
、
下
村
中
川
原
村
の
村
雛
簾
川
に
臨

ん
で
「
下
村
グ
イ
ジ
ヨ
グ
ン
」
の
小
祠
が
描
か
れ
て
い
る
の
が
そ
れ

に
当
る
様
で
あ
る
。
所
が
慶
長
の
検
地
帳
で
は
こ
の
附
近
の
小
字
名

　
　
ら
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

を
「
大
上
こ
ん
の
む
か
い
」
　
「
大
上
こ
ん
の
下
」
等
と
か
い
て
い
る

の
は
、
当
博
さ
う
呼
ば
れ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
之
は
隣
国
若
狭
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

近
江
湖
西
に
か
け
て
の
同
族
神
「
大
じ
ょ
う
ご
ん
」
「
大
将
軍
」
と

の
実
体
的
関
連
か
ら
更
に
進
ん
ぞ
、
見
内
に
は
皆
無
の
吉
田
吉
崎
姓

の
株
が
、
こ
の
川
筋
三
村
に
圧
倒
的
に
多
い
事
実
と
の
留
連
を
想
起

さ
せ
る
こ
と
を
附
記
し
て
拙
い
概
報
を
終
り
た
い
。

r
村
落
を
溝
成
す
る
薗
族
祭
団
（
竹
田
）

①
吉
崎
一
、
桐
太
郎
家
は
先
代
に
分
家
後
本
家
が
絶
家
し
た
。
八
幡
の
神
職
稲
根

　
金
次
家
、
相
祇
栄
子
家
は
見
内
の
摺
根
橡
に
属
し
便
宜
上
、
下
村
に
佐
む
。

②
中
川
原
の
惣
左
衛
門
株
の
み
は
株
親
吉
田
宗
太
墨
家
を
常
頭
屋
と
す
る
。

③
拙
稿
「
宮
座
と
橡
講
」
民
間
伝
承
十
六
巻
十
二
暑
　
④
京
都
麿
農
業
経
済

　
調
査
で
は
東
八
田
　
村
は
代
蓑
的
な
通
勤
工
農
〔
村
の
例
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

　
綾
部
の
繊
維
関
係
、
舞
鶴
の
軍
需
閣
係
が
主
た
る
通
勤
先
で
あ
る
が
、
鉄

　
道
沿
線
部
落
の
セ
ン
サ
ス
で
あ
っ
て
、
於
与
岐
の
如
き
交
通
不
便
の
地
か

　
ら
の
通
動
は
困
難
で
あ
り
当
然
労
働
先
に
定
茄
す
る
公
算
が
大
き
い
。
（
京

　
大
農
林
経
済
研
究
窪
、
農
村
経
済
調
査
彙
報
第
八
号
）
⑤
下
村
吉
崎
清

　
太
郎
氏
蔵
。
同
家
は
即
ち
九
郎
左
衛
門
家
で
あ
る
．
、
⑥
明
治
三
年
の
戸

　
事
案
で
は
下
村
は
1
0
雪
山
か
ら
成
っ
て
居
た
。
⑦
中
川
原
坂
国
武
愚
将

　
文
書
⑨
坂
田
武
治
氏
丈
書
享
保
六
年
十
一
月
九
日
付
の
下
村
仁
膚
衛

　
門
宛
中
川
原
七
右
婿
門
の
田
地
売
券
に
は
　
か
ふ
内
｝
　
年
寄
二
　
及
び

　
庄
屋
が
連
署
し
て
い
る
。
⑨
野
帳
の
原
本
は
坂
田
武
治
氏
蔵
．
、
吉
隠
密

　
太
郎
氏
曲
脳
ひ
分
は
同
じ
時
の
浄
写
本
一
か
。
　
⑩
明
治
三
年
の
下
村
一
戸
傭
和
案

　
は
今
五
戸
分
を
欠
く
が
残
η
四
七
戸
は
悉
く
高
持
で
戸
籍
奥
記
載
の
村
高

　
五
五
五
二
升
と
こ
の
四
七
戸
の
高
四
九
六
六
・
三
六
二
升
の
差
額
五
八
五

　
・
山
山
ゴ
…
八
升
冒
か
即
ψ
ワ
断
欠
｝
血
　
華
分
の
調
両
で
“
の
る
。
　
⑭
拙
稿
「
仏
壇
の
成

　
立
す
る
民
俗
学
的
論
理
t
常
艮
の
家
と
組
先
信
仰
と
仏
教
と
の
関
係
」
禅

　
学
研
究
四
四
号
⑫
拙
稿
「
丹
波
和
知
荘
に
於
け
る
地
頭
家
と
そ
の
氏

　
抽
目
祭
の
変
遷
」
　
⑬
小
林
二
男
「
ダ
イ
ジ
ヨ
諏
に
つ
い
て
」
昆
間
伝
承
十

　
三
ノ
五
、
橋
本
鉄
男
「
荘
厳
と
穴
荘
厳
」
民
俗
学
研
究
三
、
拙
稿
「
大
将

　
軍
と
石
地
蔵
」
近
畿
凡
俗
1
0

報
告
は
京
大
柴
閏
教
摸
の
亀
と
に
昭
和
二
七
年
度
丈
部
省
科
学
研
究
費
に
依

て
行
っ
た
「
近
畿
山
村
の
歴
奥
鋭
俗
学
的
研
究
」
の
一
部
で
あ
る
。
三
橋
時

雄
教
授
、
宮
川
満
、
商
尾
一
彦
両
氏
の
御
示
教
に
対
し
て
は
厚
く
謝
意
を
表
す
。
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Das　Lombardverbot　und　das　Bismarcl｛sche　System

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　von

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T．　Ol〈abe

　　Im　allgemeinen　wird　behauptet，　dass　1887　das　von　Bismarck　geschafLC－

ene　europiiische　Stt・tatensystem　vUllig　zur　Ausbildung　gelangte．　1）och

’in　clemselben　Jahre　liess　er　da．　s　sogenannte　，，　Lonibardverbot“，　welches

sich　gegen　die　russischen　IVertpapiere　richtete，　in　1〈raft　tyeten．　ln　den

letzten　li’orschungen　heisst　es，　dttss　diese　rvrt・Lssnahme　dem　，，　Riicl〈versi－

cherimgsvertrag　“　von　1887，　durch　den　Bismarck　die　freundlichen　deu－

tsch－russischeii　Beziehungen　m6g｝ichst　zu　erhalten　gestrebt　li2Ltte，　wid－

erspr．adh．　Mεuユbetrachtet　dies　als　das　erste　Anzeichen魚r　das　Verlassen

seiner　bisherigen　1’olitik．

　　工1）meiner　Untersuchuiig　aber　prUfte　ich　neu　die　Verh三iltnisse　nach，

unt．er　clenen　dieses　Verbot　entsta．　nden　war，　und　erl〈annte，　dass　der　An－

lass　zu　dieser　M．assnahme　sich　bei　Bismarck　nicht　rein　auf　einein　fimanz－

oder　wirtschaftspolitischen　Bedttrfnisse　grilndete，　sondern　vielmehr　ein’

diploinatisches　Mittel　gegen　die　russische工nllerpolitik　darste！1te．　Er

wolltb　der　deutschfeindlichen　Partei，　die　damals　in　Russland　arbeitete，

einen　Schlag　versetzen　und　dadurch　d．en　RiickversicheTungsvertrag　stitr－

ken．　ln　dem　Verbot　jedoch　bemerkte　ich　auch　eine　Auswirktmg　der

Agrarpolitik，　welche　von　dem　1〈onservatismus　der　Junker　verfolgt

wtu－de．

　　1）as　Verhiiltnis　des　Lombardverbots　zu　dem　’“neuen　Kurs｛’　und　die

Beziehung　zu　Clem　russisch－franz6sisehen　“Zweibund”　werde　ich　spitter

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tribal　Sects－of　t　Village

　　　　　　　　　　　　　　　　燕∂μand　ノ銭z624－kb　in　Oyoki・mura，　Tanba

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C．　Takeda

　　According　to　a　tradition　the　villagers　of　O｝roki（於与岐）were　organized

into　a　sort　of　gi／d　called　7nzlrakffa　（宮座）　and　grouped　themselveg．　int6

tpibai　colnbinations．　These　combinatons　were　called　leabu　（株）　and

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（308）



their・　members　were　kpit　together　witli　the　worship　of　their　ttncestral

god．　They　were，　so　to　speak，　the　sectarians　who　constltutgd　theゐ∂（講）

which　was　made　the　center　of　their　sacred　practice．　Now，　on　the　other

hand，　we　are　favored　with　some　documents　which　tell　of　the　peculiar

conditions　of　the　village．　The　aim　of　this　article　is　to　trace　the　reltt－

tions　between　the　folkloric　traditi｛on　and　the　actual　coinmunal　structure

and　thereby　to　contribute　to　the　understanding　of　the　folk1orics　from

the　historical　viewpoint．
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